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環 

境

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
の

削
減
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

市
で
は
「
か
い
づ
か
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
ご
み
ゼ
ロ
宣
言
」
を

行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
で
、

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
の
削
減
に

つ
い
て
①
リ
デ
ュ
ー
ス(

発
生

抑
制)

②
リ
ユ
ー
ス(

再
使
用)

③
リ
サ
イ
ク
ル(

再
生
利
用)

の

順
に
３
Ｒ
を
実
施
し
て
い
く
こ

と
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

　

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
非
常
に
便

利
な
素
材
で
、
日
常
生
活
に
欠

か
せ
な
い
も
の
で
す
が
、
海
洋

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご
み
や
地
球
温

暖
化
な
ど
の
課
題
か
ら
、
過
剰

な
使
用
を
抑
制
し
、
適
切
に
使

用
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

マ
イ
バ
ッ
ク
・
マ
イ
ボ
ト
ル

を
持
ち
歩
く
、
ま
た
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
製
の
ス
プ
ー
ン
や

フ
ォ
ー
ク
な
ど
を
必
要
と
し
な

い
場
合
は
断
る
な
ど
、
で
き
る

と
こ
ろ
か
ら
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を

適
切
に
使
う
工
夫
を
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

問
合
せ
先　

環
境
衛
生
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
１
８
６

リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
は

ご
み
箱
で
は
あ
り
ま
せ
ん
！

　

自
動
販
売
機
の
付
近
に
置
か

れ
て
い
る
リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク

ス
は
、
空
き
缶
や
空
き
び
ん
、

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
回
収
し
、
リ

サ
イ
ク
ル
す
る
た
め
に
設
置
し

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ご
み
箱

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ご
み
を
投
入
す
る
と
、
リ
サ

イ
ク
ル
の
妨
げ
に
な
り
ま
す
。

リ
サ
イ
ク
ル
ボ
ッ
ク
ス
に
は
空

き
缶
、
空
き
び
ん
、
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
以
外
を
投
入
し
な
い
よ
う

に
し
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
先　

廃
棄
物
対
策
課

☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０
０
９

空
き
地
の
適
正
管
理
を
！

　

空
き
地
の
雑
草
は
、
放
置
し

て
お
く
と
、
害
虫
の
発
生
や
ご

み
の
投
げ
捨
て
・
通
行
の
支

障
・
野
火
の
発
生
な
ど
の
原
因

に
な
り
ま
す
。

　

住
み
良
い
環
境
づ
く
り
の
た

め
、
空
き
地
の
所
有
者
や
管
理

者
は
早
め
に
草
刈
り
を
す
る
な

ど
、
適
正
管
理
を
お
願
い
し
ま

す
。

草
刈
機
の
貸
出

　

草
刈
機
を
無
料
で
貸
出
し
て

い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
な
お
、
台
数
に
限
り
が
あ

り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問
合

せ
く
だ
さ
い
。

貸
出
・
問
合
せ
先　

環
境
衛
生

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
１

８
６
、
ID:

１
８
４
３
７

ク
ー
リ
ン
グ
シ
ェ
ル
タ
ー
を

市
内
12
カ
所
に
設
置

　

「
気
候
変
動
適
応
法
」
が
改

正
さ
れ
、
同
法
第
21
条
に
「
指

定
暑
熱
避
難
施
設(

ク
ー
リ
ン

グ
シ
ェ
ル
タ
ー)

」
が
規
定
さ

れ
ま
し
た
。

　

今
年
か
ら
は
「
熱
中
症
特
別

警
戒
ア
ラ
ー
ト
」
が
設
定
さ
れ

ま
し
た
。

　

「
熱
中
症
特
別
警
戒
ア
ラ
ー

ト
」
発
令
時
は
、
市
内
に
設
置

し
た
ク
ー
リ
ン
グ
シ
ェ
ル
タ
ー

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
冷
房
が

効
い
た
部
屋
を
開
放
し
ま
す
の

で
、
暑
さ
を
し
の
ぎ
熱
中
症
を

予
防
し
て
く
だ
さ
い
。

設
置
場
所　

市
役
所
・
ま
ち
の

駅
か
い
づ
か
・
各
公
民
館
・
歴

史
展
示
館
・
自
然
遊
学
館
・
善

　ペットボトルとプラスチックごみ
を回収した袋の中に、カミソリ、注
射器・注射針、リチウムイオン電池
などが混ざっていることがあります。
　刃物や針のついた製品により、作
業員の負傷や感染症にかかる危険が
あります。また、電池などから発火
しパッカー車が火災になり大事故に
なる事例が発生しています。
　排出時にはこれらのものを絶対に入れないでください。

プラスチックごみとペットボトルの分別を
　プラスチックごみとして出せるのは、プラマークがついているもの
だけです。
　ペットボトルはキャップとラベルをとって、プラスチッ
クごみとは別の袋で出してください。汚れがひどい時は可
燃ごみで出してください。
問合せ先　廃棄物対策課☎072－433－7009

資源ごみの中に危険な異物を混ぜないで！

今夏も可能な範囲の節電・省エネにご協力をお願いします

兵
衛
ラ
ン
ド
・
市
民
図
書
館
・

や
す
ら
ぎ
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
・
青
少
年
セ
ン
タ
ー
・

ハ
ー
ト
交
流
館

問
合
せ
先　

環
境
衛
生
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
１
８
６

省
エ
ネ
ナ
ビ
を
貸
出

　

「
省
エ
ネ
ナ
ビ
」
は
、
家
庭

の
分
電
盤
に
取
り
付
け
る
と
、

電
気
使
用
量
・
料
金
・
二
酸
化

炭
素
排
出
量
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム

で
表
示
す
る
測
定
器
で
す
。

　

無
料
で
貸
出
し
ま
す
の
で
、

取
り
付
け
て
省
エ
ネ
に
取
り
組

み
ま
し
ょ
う
。

貸
出
期
間　

３
カ
月

対
象　

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

を
未
設
置
で
、
自
分
で
省
エ
ネ

ナ
ビ
を
取
付
け
で
き
る
世
帯

貸
出
台
数　

６
台(

先
着
順
・

１
世
帯
１
台)

申
込　

住
所
・
氏
名
・
電
話
番

号
を
電
話
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
で

申
込
・
問
合
せ
先　

環
境
衛
生

課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
１

８
６
、
FAX
０
７
２
・
４
３
３
・

７
５
１
１
、
ID:

１
３
２
２
１

第
43
回
「
大
阪
ま
ち
な
み

賞
」
を
募
集

　

大
阪
ま
ち
な
み
賞
と
は
、
周

辺
景
観
の
向
上
に
役
立
ち
、
景

観
上
優
れ
た
「
建
物
」
や
「
建

物
を
中
心
と
し
た
ま
ち
な
み
」

を
表
彰
す
る
も
の

で
す
。

　

詳
し
く
は
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

対
象　

①
令
和
元
年
８
月
１
日

～
５
年
７
月
31
日
ま
で
に
完
成

し
た
建
物
②
令
和
５
年
７
月
31

日
ま
で
に
完
成
し
た
建
物
を
中

心
と
し
た
ま
ち
な
み

締
切　

７
月
31
日(

水)

問
合
せ
先　

大
阪
府
建
築
環
境

課
住
環
境
推
進
グ
ル
ー
プ

☎
06
・
６
２
１
０
・
９
７
１

８
、
貝
塚
市
都
市
計
画
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
２
４
６

パブリックコメント

貝塚市文化財保存活用地域計画の素案 貝塚市景観計画の素案

～皆様のご意見を募集します～

　令和６年度の文化庁による認定を目指して、市内に所在
する多くの文化財を適切に保存・継承し、積極的に活用す
るための計画素案を策定しました。

閲覧・意見募集期間　７月８日(月)～31日(水)
閲覧場所　社会教育課文化財保存活用室(土・日・祝日を除
く午前９時～午後５時）、山手・浜手地区公民館(水曜除く
午前９時～午後５時)、市ホームページ
意見提出方法　住所・氏名・電話番号・該当ページ・ご意
見を自由様式で記入し、郵送・ファックス・メール・持参
のいずれかで
締切　７月31日(水)午後５時必着

●市民説明会(申込不要)
日時　７月20日(土)午後２時～３時30分
場所　市民福祉センター６階多目的ホール
【提出・問合せ先】　〒597-8585　畠中１-17-１
社会教育課文化財保存活用室☎072ー433ー7126
Fax072ー433ー7053、メールbunkazai@city.kaizuka.lg.jp

　令和６年度中に景観行政の権限を大阪府から本市に移管
するとともに、市の景観資源を保存・活用し、市全体の良
好な景観形成を図るための計画素案を策定しました。

閲覧・意見募集期間　８月13日(火)～９月２日(月)
閲覧場所　都市計画課(土・日を除く午前９時～午後５
時)、山手・浜手地区公民館(水曜除く午前９時～午後５
時)、市ホームページ
意見提出方法　住所・氏名・電話番号・該当ページ・ご意
見を自由様式で記入し、郵送・ファックス・メール・持参
のいずれかで
締切　９月２日(月)午後５時必着

●市民説明会(申込不要)
日時　８月18日(日)午前10時～11時
場所　市民福祉センター４階多目的室
【提出・問合せ先】　〒597-8585　畠中１-17-１
都市計画課☎072ー433ー7246、Fax072ー433ー7079
メールtokei@city.kaizuka.lg.jp

いずれも電話によるご意見は受付けていませんのでご了承ください

募
集

　ご意見は、氏名などの個人情報を除きホームページな
どで公表する場合がありますので、ご了承ください。
　視覚障害がある方で閲覧を希望する場合はお問合せく
ださい。

ホームページ

市民説明会へ
ご参加ください


